
 

答 

１ 「他会計振替額」は「公益法人会計基準の運用指針」１２．財務諸表の科目

の取扱要領に「正味財産増減計算書内訳表に表示した収益事業等からの振替

額」と記載されているように、通常は収益事業等から公益目的事業会計への

利益の 50％又は 50％超の繰入れに用いられる場合と収益事業等から法人会

計に充てる場合に用いられます（ＦＡＱ問Ⅵ‐１‐②）。 

これに加えて、以下の図表にあるように、公益法人においては、ⅰ法人会計

から公益目的事業会計への振替、ⅱ収益事業等会計と法人会計間の振替も行

うことができます。 

 

  ２ 他の会計区分における利益を振り替える会計区分間の取引が発生した場

合、正味財産増減計算書内訳表上、「当期経常外増減額」と「当期一般正味

財産増減額」の間に「他会計振替額」として表示します。「他会計振替額」

は会計区分間の資産及び負債の移動（内部貸借取引を除く。）を意味してお

り、収益・費用の按分を処理する科目ではありません。 

 なお、公益法人認定法第 18 条の規定により、公益目的事業会計から収益

事業等会計又は法人会計への振替はできません（一般社団法人及び一般財団

法人については各会計間の振替は可能）（なお、公益目的事業しか行わない法

人については、問Ⅵ‐１‐③参照）。 

 

３ 法人会計から公益目的事業会計への振替は、公益法人認定法施行規則第 26

条第８号に定められる定款又は社員総会若しくは評議員会において、公益目

的事業のために使用し、又は処分する旨を定めた額に相当する財産として振

り替えることになります。（決算承認の社員総会又は評議員会でも可能です） 

 

 

 

 

 

 

問Ⅵ‐２‐⑥ （区分経理） 

 「他会計振替額」は「公益法人会計基準の運用指針」１２．財務諸表の科目

の取扱要領に「正味財産増減計算書内訳表に表示した収益事業等からの振替

額」と記載されていますが、収益事業等から公益目的事業会計への利益を繰り

入れる場合にのみ用いられるのでしょうか。 



４  各会計間の振替の可否は、以下の図表のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）公益法人認定法施行規則第 26条第８号に定められる定款又は社員総会若

しくは評議員会において、公益目的事業のために使用し、又は処分する旨

を定めた額に相当する財産の移動は可能。 

 

 

（出典：日本公認会計士協会非営利法人委員会研究資料第４号） 

 

（参考） 

他会計振替の考え方、振替額の計算方法、計算事例等については、日本公認会

計士協会から公表されている「非営利法人委員会研究資料第４号」に記載があり

ます。 
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